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日本の生活改善運動と民俗学
―モダニゼーションと〈日常〉研究

岩本 通弥
IWAMOTO Michiya

はじめに

日本で生活改善運動といえば、第二次世界大戦後、GHQの農村改革の一環として、農村民主
化のために1948年（昭和23）から始動する農林省系の生活改善普及事業と、1955年に鳩山一郎首
相が提唱した新生活運動を合わせて呼ぶのが、一つの答え方である。田中宣一編『暮らしの革命̶
戦後農村の生活改善事業と新生活運動』［田中編 2011］と、それとほぼ同時に刊行された、日本
近現代史の大門正克編『新生活運動と日本の戦後̶敗戦から1970年代』［大門編 2012］のそのタイ
トルが示しているように、もっぱら戦後を対象化していることが多い。
一方、1931年（昭和6）に上梓された柳田國男の『明治大正史世相篇』の最終章が「生活改善の目標」

であったように、生活改善は戦前から用いられた用語でもあった。その場合、文部省の外郭団体
だった生活改善同盟会1 が設立された1920年（大正9）が概してその起点2 と看做される。服装、食
事、住宅から社交儀礼まで生活全般に関わる改善と合理化を目指したものであったが、都市の中
流層（新中間層）の住居生活の改善が主たる対象にまなざされており［久井 2012］、前記2書が焦点
化する戦後や農村のそれとは乖離しているかのように捉える向きもある。たしかに1930年代にな
ると、生活改善同盟会および農商務省のつくった「世

しょ

帯
たい

の会」などは活動を停滞させ3 、戦後のそ
れらとは断絶しているかのようにも見える。しかしながら、久井英輔の論考をはじめ、尾崎智子
などの最近の研究では、多様な婦人雑誌を媒介に、あるいは消費組合や営利企業、さらには軍部
が運動に参画することによって、1930年代以降も生活改善運動は継続し、展開していったことが
解明されてきている［久井 2014、2016、尾崎 2016、2017、水野 2002など］。
戦後との連続性が明らかとなりつつある現在、本稿も1920年を起点に据えて議論するが4 、そ
う見たときに、改めて注意されるのは、戦間期のこの時期に、日本に限らず、東アジアにおいては、
生活改善運動（新生活運動なども含む）と民俗学がパラレルに勃興したことであり［岩本 2018］、
またハリー・ハルトゥーニアンが論じたように、既存の社会編成を攪乱しつつ、現在の中で待機
している過去を〈いま〉が現

アクチュアライズ

働化する、〈日常性〉という問いが急浮上してきたこと［ハルトゥーニ
アン 2011：55］である。新中間層の日々実践し、生成する新たなる〈日常〉と秩序によって、それ
までの伝統的知識が役に立たない時代を迎えつつあったことに対し、民俗学はただ単に消滅する
民俗知識を、懐旧的に記録するためだけに誕生したのであろうか。本稿では生活改善運動・民俗学・
〈日常〉の三者の関係性を問い直すことで、東アジアにおける民俗学の再創造を目指したい。
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1. 戦間期日本の生活改善運動

生活改善同盟会と迷惑という公共意識
第一次世界大戦後の1920年（大正9）1月、文部省内に半官半民の団体として設立された生活改
善同盟会は、その「規約」［生活改善同盟会 1920］の第3条で「本会々員ハ前条ノ目的ヲ達成センカ
タメ、衣食住・社交儀礼等ノ改善ニ心掛クルハ勿論、先ツ以テ着手シ易キ左記事項ノ実行ニ努力
スルモノトス」として、次のことを謳った。

一、時間ヲ正確ニ守ルコト
一、訪問・紹介・依頼等ハ相互ノ迷惑ニナラサル様心掛クルコト　　　　
一、親近者ニ対スル外停車場等ノ送迎ヲ廃スルコト
一、年玉・中元・歳暮・クリスマスプレゼント・餞別・手土産・祝儀・不祝儀等ニ於ケル虚飾
ニ亘ル贈答ヲ廃止スルコト

一、年賀・時候見舞等ノ回礼及書信ノ往復ハ虚礼ニ亘ラサルコト
一、冠婚葬祭其他ノ儀礼ハ厳粛ヲ旨トシ虚飾ニ流レサルコト
一、宴会ノ弊習ヲ改ムルコト　
一、酒杯ノ献酬ヲ廃止スルコト
一、節酒
一、節煙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、衛生上他人ノ迷惑トナル行為ヲ慎ムコト
一、迷信ニ基ケル弊習ヲ排スルコト
一、雇傭人ニ対シテハ人格ヲ重ンシ親切ヲ旨トスルコト
一、冗費ヲ省キ収入ノ幾分ヲ必ス貯蓄スルコト
一、金品ハ濫ニ貸借セサルコト
一、水道・電灯・瓦斯等総テ公共的物資ノ浪費ヲ避クルコト
一、群集ノ場所ニ於テハ特ニ礼儀秩序ヲ重ンシ弱者ヲ扶クル様心掛クルコト

時間厳守をはじめ、虚礼廃止、迷信打破、公共物を大切にするなど、今日では至って当然の行
いが列挙されてあるが、当時、こうした行いが遵守されていなかったことをも映し出している。
これらと並んで少々異質なのは、2番目と衛生の項に出てくる「迷惑」という言い回しである。「迷
惑」とは、本来、迷い戸惑うという意味を持つ漢語であるが、日本においては「他人のしたことで
不快になったり困ったりする・こと（さま）」（『大辞林』第三版、三省堂、2006）を指すよう意味が
変化する。他の条項に比べて何々をしないといった具体性に欠け、例えば衛生上の迷惑とは何を
指すのか、不明瞭な規定となっている。
それが具体的に指示されたのが、1924年（大正13）の生活改善同盟会編『生活改善の栞』であり、
その第7条では、第二項以外は禁止事項として、次のように明示される［生活改善同盟会 1924］。

一、 停車場、劇場、寄席等、公衆が順々に用を辨ずべき場所では、嚴重に秩序を重んじ順番を
亂さぬ樣にすること

二、群集雜沓の場合には常に弱者を扶け、幼者老人等に對して力めて路を避け席を讓る樣にす
ること
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三、汽車、電車、寄席、劇場、會堂等で横臥し、又妄りに席を廣く取り、或は容儀を崩づして
肌を露はし、或は塵埃を起てる等、すべて他人に迷惑を與へ不快を感ぜしむる如き行為を
愼むこと

四、公衆出入の場所で妄りに不要物を捨てたり、啖唾を吐いたり、或は禁止の場所で喫煙した
りせぬ樣にすること

五、集會の時刻は多數者の都合を考へて定め、開會の時刻に掛値せず、且つ時刻に遲れぬこと
六、會食には特に服裝及び身體の清潔に注意し、且つ食事に音を起てぬ樣にすること
七、儀式講演等の席では妄りに戸を開閉し、歩行に音を起て或は談笑して、静肅を破ることな
き樣心掛くること

八、街路通行の際は車道と人道との區別に從つて必ず左側を通行し、交通頻繁な場所では兒童
を遊ばせたり、多數横に列んで歩いたりして通行を妨げぬ樣注意すること

「迷惑」という言葉は第三項の一箇所しか出てこないが、第二項以外はいずれも「迷惑」の具体例
であって、この第7条の条項名は、いうまでもなく「公衆作法に關する事項」であった。韓国でも
ここ10年来、本来、官僚や政治が民衆にかける悪政を意味する言葉であった「民弊」という単語が、
パブリックな場所における、所作や振る舞いに対して用いられてきているのと同様に［나무위키
参照］、迷惑とは、まさに公衆に対する配慮であって、日本的な公共意識の発露であり、その萌
芽であった。

1902年（明治35）の『女子容儀作法』は、「我が國の風習としては、相識る者の間にては、禮儀作
法は厚けれども、知らざる者に対しては、甚だ薄き所ありて、殆ど作法あらざるの観あり」［女
子誘掖会 1902：20］と述べるとともに、「西洋の文明國にては、殊に公徳に厚くして、車にても
船にても、乗合ふときは、先づ其の内に入らば、乗合人一同に挨拶し、共に乗合へば安危を共に
し、弱き者を助くるの意を表し、而して後ち居所に就くの風習あり」［女子誘掖会 1902：20-21］
と紹介する。これ以降、礼法書や修身書には、しば
しば、このような西洋との比較対照が登場してくる
が、第一次世界大戦で結果的に戦勝国となった日本
は、「世界の五大國」を自認し、「皇國の臣民」として
世界に恥じない公共のマナーを民衆に求めていく。
とはいっても、東アジアの儒教的な倫理観（三綱
五常）内にあって、尊属や祖先・親族に対してのみ
意識が向かっていた礼の対象や範囲を、赤の他人に
注ぐことは、至難の道でもあった。昨今の日本では、
日本人は古くから礼儀正しく、清潔好きであった（そ
れなのに、近年公徳心が廃れている）といった言説
がまかり通っているが、高度経済成長前の1950年
代、「公徳心の欠如」は、民俗学の書物でも、また新
聞等でも頻りに言及される「日本の陋習」であった。
例えば、柳田没後の日本の民俗学を牽引した和歌森
太郎の監修する書籍には、写真1のような1956年撮
影の光景が掲載される。キャプションでは「外国へ
旅行した人びとは、口をそろえて、その街路や公共
施設の清潔さをいうが、それほど日本の街路や施設

写真1 和歌森太郎監修本にみられる「公共心の欠
如」［飯泉 1957］
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がよごれている。この写真は東京のある駅だが、実に言語道断である。幼少のときから、家庭や
学校でしつけなければよい癖はつかない」と説明している。本文では「旅の恥は掻き捨て」という
諺から、その惨状の文化的背景も解説するが［飯泉 1957：25-26］、日本の公共空間の清潔さも、
高度経済成長期を経て、しばらくしてから成立したのであり、伝統らしさを装った一種のフォー
クロリズムにすぎない。
日本の（公衆）トイレの清潔さなどは、図1の水洗化率の推移をみても容易に推定できるように、
至って近年の出来事であるにも拘らず、世間一般では身辺卑近な過去は急速に忘却される傾向に
ある。たぶんトイレの汚さなど、韓国でも中国5 でも、5年や10年も経てば、忘れ去られ、日本と
同様の美化が始まっていく。それを当然視する日常＝現代があって、そうした日常＝現代から見
た神話であるのは、民俗学者なら想像がたやすいとしても、否、民俗学者以外それを語ろうとす
る者は多分いない。

生活改善運動と民力涵養運動
生活改善運動の経緯については、既に論じたことがあるので、拙稿を要約的に紹介すれば、

1919年6月文部省普通学務局に、通俗教育（社会教育6 ）に関する担当官が配置され、その1か月後、
文部省訓令として示された第6、7、8号7 が、一連のキャンペーンの端緒となっている。内務省が
1919年3月1日に発し、強力に牽引していった「民力涵養運動」を補完する、文部省側の施策の総体
を指している［岩本 2011］。三訓令は直接的には代用食と勤労、節約を奨励するものであったが、
第一次大戦を機に高揚した労働運動や農民運動、あるいはデモクラシー思想や社会主義思想の拡
大を、牽制する視角も含まれていった。
その先駆的研究である中嶌邦の論考によれば、「大正期から昭和の初期にかけてみられた生活
改善運動」は、「内務省を中核とする民力涵養運動の一環としてはじまり、文部省を中心とする文
字通りの生活改善運動となり、やや遅れて農商務省の肝入りによる経済生活改善運動として行わ
れた運動が中心になった」［中嶌 1974：54］とする8 。この時期の生活改善運動を、筆者も同様に、
民力涵養運動の一環として捉えているが［岩本 2008］、民力涵養運動とは何か、筆者なりの理解
を示しておけば、おおよそ次のようになる。
第一次世界大戦の戦後経営として、床

とこ

次
なみ

竹二郎内務大臣の訓令「民力涵養ニ関スル内務大臣ノ

図1　上下水道普及率とトイレ水洗化率の推移［前田 2008］
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訓令」（庁府県長官宛、内務省訓第94号）の中で提示された「五大要綱9 」に応じて、道府県・郡支庁・
各市町村および各市町村の各地方団体が、形式的には自主的に自ら実行計画を立てて、遂行して
いった自己改造運動だったと規定できる。訓令を契機に始まった多様で雑多な戦後経営事業の総
称であり、もはや日露戦後の地方改良運動のように、上からの一方的な国家主義的イデオロギー
教化策では対応できなくなった大正デモクラシー期の、さまざまな反体制的な思想的動きを、「民
力」「自治」の名の下に、「協調主義」的に抑制し「善導」しようとするものであった。
これに応じた文部省側の生活改善運動は、当時すでに推進当事者からも、「農村に於ては之を
基礎として更に研究するがよい」［片岡 1925：228-229］とされたように、内容的に都市向きであ
り、新中間層に向けた先進的なモデルを示すにすぎなかった。生活改善同盟会でも農村改善のた
めの委員会は別に設置され、1931年（昭和6）に『農村生活改善指針』を編纂したのをはじめ、後述
する今和次郎も農村更生叢書で『農村家屋の改善』（1933）を著している。その叢書名が示すように、
未曾有の農業恐慌（詳しくは後述）に対し、農林省は1932年から農山漁村経済更生運動（自力更生
運動）を展開するが、生活改善事業はその中に繰り込まれていった。

「生活」という概念の新奇さ
この時代、キーワードとなった言葉が「生活」である。「生活」とは、基本的には命をつなぐ活動
であり、また生き長らえるために行う多様な活動を示すが、ただ生き長らえるだけではなく、同
じ生き延びるにしてもその「生」の質が問われるようになって、初めて多用された概念が「生活」で
あった。近世語の類語は、渡世・生

なり

業
わい

・活計などであり、生存して生き長らえるための、生計の
糧や手段、また誕生から死に至る人の生涯を「線」的に捉える観念でしかなく10 、「生活」という語
がLifeやLebenの翻訳語である可能性に関しては別稿に記した［岩本 2011］。中国語においても同
様の遷移があったことは田村和彦が詳論している［田村 2018］。
日露戦争後の1910年代においても、政府は民衆に「勤倹力行」を強いたが、地方改良運動期まで
は、例えば『飾磨郡風俗調査』（兵庫県飾磨郡教育会、1908年）や『奈良県風俗志』（奈良県教育会、
1915年）でもみるように、「風俗改良」「風俗矯正」「風教改善」など、上からのまなざしで大掴み
で把握される「風俗」という語が用いられた。第一次世界大戦後、本格的な工業化と都市人口の激
増がはじまった新たな社会状況の展開によって、大都市居住の新中間層の「生活難」が社会問題に
なるなど、いわゆるサラリーのみで暮らす俸給生活者の登場が、「生活」という新たな概念を必要
とした11。個人を視野的構造の中核に据えた概念が「生活」であり、「生活」を把捉する計量的方法
として、家計調査など経済学的な分析技術が開発される一方、そうした手法とは相対峙する質的
側面を重視するアプローチとして、民俗学の発生もパラレルな関係性にあったことは、既に前稿
で論じた［岩本 2009］。
柳田による民俗学の概論書『郷土生活の研究法』も、表題に示されるように、そのキータームは

「生活」であって、「民俗」の研究法ではない。この書と『民間伝承論』で示された著名な「三部分類」
にしても、「生活外形」「生活解説」「生活心意」［柳田 1990a：253-254］であって12、生活を焦点
化している点に着目したい。有賀喜左衞門は「生活が変化するということが民俗学を成立せしむ
る根拠」だと述べ、「何故かというに民俗学は生活を正視することが目的だからである。何故変化
するか。いかに変化したか。これらのことを知るのがわれわれの目的であって、これを了解せず
に今日の生活を考えることはできない」［有賀 1969：32］と論じた。人びとの生活に即して変化
の原動力を考察する意義を有賀は訴えたが、生活の変化する動態に焦点を当てる研究姿勢は、む
ろん師である柳田にも共有されていたのはいうまでもない。
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2. 都市化の進展と民俗学

日本における都市化の進展
日本における民俗学の胎動と形成は、周知の通り、柳田國男の足跡と軌を一にしている。農
政官僚であった柳田は1910年（明治43）に『遠野物語』を出版するが、それは民俗学の書として著
されたわけではない。柳田自身は「ほとんど文学作品だった」と回顧している［柳田・堀 1983：
225］。1919年（大正8）貴族院書記官長を最後に官職を辞し、国際連盟の委任統治委員会委員とし
てジュネーヴに赴いていた最中、1923年関東大震災の報を聞き、「本筋の学問ために起つ」［柳田 
1964b：333］という一念発起した柳田は、帰国後の講演等をまとめた『青年と学問』（1928）を著
した以降、民俗学研究に邁進、没頭する。『民間伝承論』（1934）や『郷土生活の研究法』（1935）
の概論書などを執筆したことで、定説として日本の民俗学は1920年代後半から1930年代に体系
化されたとされるが、図2でみるように、それらは日本における都市化のプロセスと、すなわち
モダニゼーション13 （modernization）の展開と深く連動していることは、もっと注目されてもよ
い。

明治初年の日本は、明らかに農村社会であり、東京圏＋阪神圏＋中京圏の三大都市圏の割合は、
1910年まで大きな変化は見られない。人口集中地区DID14 割合が、その期間も上昇しているのは、
藩政期を経たばかりの地域割拠の社会を反映しているが、その後の近代化過程において、日本の
都市化は三大都市圏への人口集中として一挙に進みはじめる。1910年あたりで上昇に転じた三大
都市圏への人口集中は、第一次世界大戦の始まる1914年頃からは急上昇し、第二次世界大戦の激
化する1940年代前半まで続く。三大都市圏における重化学工業の発達（産業化）がそれをもたらし
たが、戦災によって大きく減少した三大都市圏の人口は、朝鮮戦争（朝鮮特需）を転機に、1975年
頃まで戦前の上昇率を上回る急成長を見せている。
日本における、いわゆる高度経済成長期、すなわち好景気時の実質経済成長率が約10%以上を
表した時期は、1954年（昭和29）12月から、石油危機の勃発した1973年（昭和48）11月までの約
19年間である。その間、1955年に3244万人であった三大都市圏の人口は、1970年には4734万人
へと46％増加し、全国人口に占めるシェアも36.8％から48.2％へと拡大した。非三大都市圏から

図2　日本の都市化と3大都市圏の人口割合の推移［社団法人資源協会 2008］
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三大都市圏への人口移動が最も活発な時期であり、三大都市圏の人口増加の約半数は、この人口
移動によるもので、いわゆる集団就職15 と呼ばれる現象が顕著に見られた時代であった。
以降、人口移動は沈静化していくが、三大都市圏のうち、中京圏はほぼ横ばいで、阪神圏は人
口流出地域に転化したのに対し、東京圏のみが人口流入の続く地域となっている。東京圏への一
極集中である。その結果、今日、国民の2人に1人は三大都市圏に住み、4人に1人強は東京圏に住
む地域構造となり、都市化率（DID割合）は戦後の1950年の33.8％から2005年で66.0％に上昇し
（2015年現在のDID割合は68.3％）、今や国民の3人に2人が都市に居住する、都市社会へと移行し
た。明治の文明開化からの約150年間を概括すると、日本は農村社会から都市社会へ、地域割拠
の社会から三大都市圏中心の社会へ、わけても東京圏への一極集中構造の社会へと移行してきた
と評することができる［社団法人資源協会 2008］。
以上のような日本の都市化・産業化に並行して柳田國男の歩みを見てみると、農政学者であっ
た柳田は既に1910年の『時代ト農政』において「田舎対都会の問題」「町の経済的使命」を論じたも
のの、本格的な都市を中核に据えた論議は、『都市と農村』（1929）と『明治大正史世相篇』（1931）
の２冊で示される。いずれも当時柳田が籍を置いた朝日新聞社から刊行されたが、この２書の要
点を追うことで、民俗学の発生要件を確認しておこう。

『都市と農村』と『明治大正史世相篇』
２書の著されたのは長期的な不景気の、特に後者の上梓は1930年（昭和5）からの昭和恐慌の真っ
只中であった。1920年代初頭の戦後恐慌以降、震災恐慌、金融恐慌と断続的に恐慌を繰り返した
日本は、構造的なデフレ不況に陥っていた。その最中、1929年秋にアメリカ合衆国を発信源にし
た世界恐慌が日本にも及び、1930年から翌年にかけて日本経済は、深刻な危機的状況に瀕した。
戦前の日本における最も過酷な恐慌であり、とりわけ大きな打撃を受けたのは農村であった。生
糸の対米輸出が激減したことに加え、デフレ政策と1930年の豊作による米価下落、朝鮮や台湾か
らの米の流入によって米過剰が増大し、米と繭の２種に依存する構造に変質していた農村は、壊
滅的な苦境に立たされた。都市失業者の帰農したこともあり、農家経済は東北地方を中心に破綻
し、飢餓水準の窮乏に至って、貧窮のあまり、娘の身売りや欠食児童が多発化し、青田売りも横
行した。農業恐慌とも呼ばれ、農作物価格が恐慌前年の価格に回復するのは、1935年（昭和10）の
ことだった。
柳田はこうした「農村衰微の実相」を、近代以降の、都市と農村の関係性の歪みだと捉えた。不
景気の原因を、単に工業の不振や貿易上の輸入超過のみと見るべきではなく、都市中心の近代
化による農村の疲弊であって、明治以降の都市が「無制限に、地方を搾取した結果であり、都市
中心の権力を行使した酬い」だと論じた［柳田 1964a：9］。彼によれば、常に「帰化文明」［柳田 
1990c：381］の窓口である中央都市は、「外国の文化を摂取」［柳田 1964a：5-6］し、「旧慣因習」
を変革して、新しい「文化の基準」［柳田 1990a：330-331］を創造する装置として、「標準文化」［柳
田 1969：159］を発生・普及させる中核として位置付けられる。地方は中央都市が内旋（involution）
した「標準文化」を参照、摂取しつつ、ヴァナキュラーに地方文化を変革させていく存在として把
捉される。近代日本は「商工業を中心とした経済政策」に偏ったため、標準文化の地方普及のみな
らず、都市的消費も農村に浸透させた。その結果、農村の日常生活における「不経済、不便」［柳
田 1964a：9］が蔓延するようになり、農村本来の生活様式とは合致しない、「消費のみが国際的」
であり、生産が国内的なるままの、「消費を知って生産を忘れた国家」［柳田 1964a：4］が、現今
の日本であって、都市的な消費様式が農村を破滅させると説いた。
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かつての農山村には「さまざまないわゆる添
そえかせぎ

挊があって、繭でも野菜類でも藁細工・竹細工など、
一戸で十五種二十種の作物を、それぞれ作り分ける技倆を有

も

ってい」た［柳田 1990c：368］。そう
した農村工業や副業が次々と都市の商工業者＝外部資本に取って替わられ、すなわち都市に搾取
され、農村が「不自然なる純農化」［柳田 1990c：367］を起こしたことが、当時の農村衰微の一番
の元凶だとされる。資本主義経済が「国民経済時代を脱出して国際経済時代、あるいは世界経済
時代に進展しつつあ」り、「国家があたかも一つの地方の如き観を呈し」ている背後に、「絶対主権」
をもつ諸国家間の「激甚な競争」がある時代、それは農村の衰微を招くだけでなく、引いては日本
という国家自体が「国際経済戦争の劣敗国」［柳田 1964a：3］にもつながる危惧を世に問うた。
『明治大正史世相篇』は、例えば「足袋と下駄」という節で、大正終わりの「ゴム長（靴全盛）時代」
［柳田 1993：51］を迎えた明治大正の60年間における履物の、今に至る変遷のプロセスが示される。
日常用の履物として、裸足が普通であった庶民の日常が、足

あし

半
なか

を履くようになり、さらには日露
戦後に足袋や下駄を常用するようになったこと、また労働用の履物としては、藁沓から、西洋靴
の感化で起こった地下足袋が現われ、さらにゴムの移入によってゴム長靴へと至った、身辺卑近
な装いの変化が言及される。しかし、柳田の論及はそれだけにとどまらない。足袋や下駄、そし
て農作業用の長靴にまで、換金商品が一つ一つ増えていった農村衰微のプロセスにも論を及ぼす
［柳田 1993：50-54］。商品経済が農村に浸潤していく現実を直視した上で、最終章「生活改善の
目標」では、「われわれの考えてみた幾つかの世相は、人を不幸にする原因の社会にあることを教
えた。すなわちわれわれは公民として病みかつ貧しいのであった」［柳田 1993：436］と結ぶので
ある。
判断力を持った公民を、いかにすれば養成できるのか、人びとの将来の生活のあり方（生産と
消費を含む）や、それを取り巻く社会のあり方をどう構築していけるのか、それに対応する経済
の編成や政治システムを、国際的な状況を視野に含めながら、いかに作り上げるか、その課題に
具体的に対応しようとしたものが［川田 2016：88］、彼にとっての「郷土研究」＝民俗学であった。
添
そえかせぎ

挊などの創意工夫に溢れていたかつての農山村に内在した郷党教育が廃れた一因を、彼は小学
校教育の導入によって、教えるべき教育期間の重なったことに求めたが、「自治教育」の再生を、
すなわち郷党教育に代替するものとして、他地域と「比較」の眼を持った「郷土研究」＝民俗学を位
置づけ［柳田 1990c：499- 500、柳田 1993：302-303］、その構築と普及を目指していく。

今和次郎と生活改善運動
大正期以来の生活改善運動に、より密接に、かつ直接的に関わったのが、考現学の提唱でも知
られる今和次郎である。冒頭に挙げた生活改善同盟会の『生活改善の栞』や『農村生活改善指針』で
も、住居改善に関する調査委員会の委員に名を列ねただけでなく、自身も1933年（昭和8）に『農
村家屋の改善』を著したのをはじめ、戦後の農林省の生活改善普及事業や新生活運動においても、
生活改善普及員の指導などに八面六臂の活躍をした。『今和次郎集』の『第6巻家政論』を中心に『第
8巻服飾研究』には、生活改善に関する論考が多数収められている。

1923年（大正12）関東大震災に見舞われた翌年、震災復興の目的で、財団法人同潤会が創立され
るなど、東京の住環境は大きく変わりはじめた。震災を機に、生活改善の動きは、住宅改善に関
しては促進されるが、今はそのような状況の中、変わりゆく都市の風俗（生活）を考現学（生活財
生態学）という独創的な手法で記録化するとともに、「一向に芽をふかなかつた農村建築研究も今
度の冷害が機縁となつて、いさゝか重要視されるに至つたかの感がある」［今 1946：155］と述べ、
農村の住宅改善にも積極的な関心を示した。冷害とは農村恐慌に拍車をかけた1934年（昭和9）の
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冷害を指すが、1918年（大正7）には精緻な実測図集『民家図集第一輯埼玉県の部』を刊行していた
彼にとって、農家改善に寄与することは満を持した仕事でもあった。
その著『農村家屋の改善』［今 1933］をみると、都市の住宅改善が洋風化を最善のものと看做し
がちであるのに対し、農家の構造間取は長い歴史の中で培われた文化的集積からなるとして、「通
り一遍の判断から改善を叫ぶことに多くの欠陥を生ずる惧れがある」とする。「大黒柱の成因にも
亦自から構造上の理法」があるのであって、農家の単純な間取りや形態は、土地土地に応じた「地
理的必然」が映出したものだと論じている［今 1933：9-10］。

1934年（昭和9）から農林省積雪地方農村経済調査所（現在の山形県新庄市の雪の里情報館）によ
る積雪地方農村家屋調査に、また1935年からは同潤会による東北地方農山漁村住宅改善調査な
どに参加した今は、その成果の一端を著書『草屋根』（1941）に収録する。「雪国の試験家屋」では
1938年春から実際の農家家族による住居実験を行った結果、期待通りに、衛生面や採光、労働効
率では大きく向上したことを述べる一方で、親の留守中に子どもが思わぬ行動を取ったことや、
垂直動線や作業場と居住空間の区分、椅子卓子式食事場に対する習慣的抵抗などにも触れ、住習
慣の観点をより重視すべきだとの結論を導いている［今 1946：195-201］。
長期に及ぶ実践経験16 を積んだ今は、「生活改善は自分の生活に矛盾を見出すことからはじま」
り［林ほか 2001：2］、「めいめいが自分というものを尊重し、大切にしたいという自覚から、生
活をよりよいものにしたいと願い、いくらかでもそれが行為として示されたときに、生活改善の
芽がみられたことになる」［今 1971b：492］と総括する。すなわち生活改善（運動）とは、時代の
変化や社会の進歩に伴って生じる、それまでの生活との部分的不適合を解消するために、自己遂
行的になされる自己改革のための諸事業だとも言い換えることができる。そうした意識が伴わな
い限り、生活改善は実現できず、学者も、生活改善普及委員も、担当部局も、ファシリテーター
にすぎないことを既に今は指摘していた。
このように民俗学の初発は、深く生活改善と結びついていたのであり、1950年代までの民俗学
の書物には、対象に対して、むしろ「生活改善をはばむもの」［今野 1958：160-162］として、因
習的側面を打破しようといった観点に満ちていた。概ね1970年代以降の高度経済成長後の民俗学
に典型的に溢れている、いわゆる民俗を美化するような視線は至って弱く、またそこから国民性
や民族性などを導き出そうといった発想は薄弱だったといって過言ではない。すなわち生活（あ
るいは民俗）は保護・保存するものではなく、改善・変革していくべき対象であった。

3. 戦間期の〈日常〉と東アジアの生活改善運動

戦間期の〈日常〉とモダニゼーション
戦間期の民力涵養運動および生活改善運動は、官のキャンペーンから開始された半ば強制的な
ムーブメントだった。第一次大戦の大戦景気と、その反動による恐慌がもたらした経済の乱高下
と、生活や風俗・思想の混乱と過激な変転を、統制・制御するため、当局のまなざしの根底には、
大戦景気や特に関東大震災以降、モボ・モガやカフェーが流行ったような奢侈で軽佻な社会風潮
を、嫌悪し批判する心情が、深く潜在していた。
モボ・モガとはモダンボーイとモダンガールの略語であり、尖端的な世界的流行（モダン）を装
う若者たちが、銀座や新宿を闊歩するとともに、夜の街を妖しく彩るカフェーが、エログロナン
センス時代を代表する存在として目立っていく。変転したのは盛り場だけでない。モダンライフ
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の時代とも呼ばれ、私鉄沿線には文化住宅が建てられはじめ、ターミナル・デパートが誕生し、
円タクといった流しのタクシーも走り出す。東京市内では電灯がほぼ完全普及し、各地方都市に
も広がるほか、都市ガスも急速に敷設され、電車通勤も伸張されるなど、今に繋がってくるまさ
にモダン都市の生まれる、そうした時勢が戦間期の日常であった。アメリカ合衆国の思想史家ハ
リー・ハルトゥーニアンが、その特徴を「スピード」「ショック」「センセーション」［ハルトゥー
ニアン 2007・上：28］と指摘したように、現われたものが束の間に消えゆく、時間の速度が加速
度的に増した、これまでにない現在性＝〈いま〉を生き抜く時空間に人びとは突入する。
大戦後、三大都市圏には、俸給だけで暮らしていく新中間層（サラリーマンなど）が日々増加17

し、中等教育への進学者が急増する中で、特に女学校、女子の進学率が上昇する。それに伴い、「家
庭生活の要」としての女性の役割が高められ、良妻賢母主義として現われる一方で、職業婦人が
増えたことによって、「自由恋愛」や「新家庭」など、新しい女性像の模索もはじまった。重化学工
業が発展し、大都市を中心に、世界中、どこでも似たような新たな生活スタイルが発生し、大正
デモクラシーを背景とする自由で豊かさの横溢した生活文化が展開してゆく反面、他方では農村
の貧窮が極まり、米騒動や小作争議、労働争議も頻発するなど、両極端の思想や現象、階級が混
在した。ソビエト連邦の誕生で、社会主義思想も流入、ファッション化し、マルクスボーイやエ
ンゲルスガールが出現し、資本主義経済が新たな段階に入って、それまでの慣習や経験的知識が
役に立たない、未経験な領域に踏み入った激動の時世であった。
そのような狂騒の中、生活改善運動の手法も、生活改善同盟会の開催した講習会や講演会・展
覧会をはじめ、ほぼ同時期に現われた映画やラジオ、大衆雑誌など新たなメディアが活用され、
生活を実質担う女性にスポットが当てられた。家庭生活の合理化や道徳の健全化が強調されると
ともに、都市新中間層を念頭に置いた、新しい生活知識や新たな生活技術による、消費生活の向
上が提言された。新しいメディアを通じて提供された新思潮や新たなスタイルは、瞬く間に消費
され、瞬く間に新たなものが現れては次々と消えてゆく、その時間性は「近代に特有な経験の感
受性」［ハルトゥーニアン 2011：27］であって、大都市において、このように瞬時にほとばしる
ような日常を、本稿では〈日常〉と表記する。

東アジアの生活改善/新生活運動
このような戦間期の時代的諸相は、何も日本に限ったものではなかったろう。上海・北京・
京城（ソウル）には、大都市ならではの〈日常〉が生まれていたはずである。あるいは「複数の
同
コイーヴァル

時代的な近代」が提供された［ハルトゥーニアン 2011：178］と言った方が適切かもしれない。
1934年中国では蒋

チャン

介
チェー

石
シー

の提唱した新生活運動が開始され、衣食住行の改革から強国家化が目指
されたが［深町 2013］、韓国でも1929年からの朝鮮日報社の生活改新運動や1931年から開始され
る東亜日報社のヴ・ナロード運動があった［松本 1998、宮本 1998］。もちろん甲午改革以来の前
史はあるにせよ、また総督府の強権で中断されたとはいえ、健康増進・消費節約・虚礼廃止・早
起運動・色衣断髪・常識普及の6項目を主唱した生活改新運動は、戦間期に胎動した同じ新奇な
運動として、東アジアの比較の俯瞰的な布置の中で、新たな意味を獲得しよう18 。
井上和枝の『植民地朝鮮の新女性』を読む限り、「自由恋愛」「新女性」や「新家庭」など、家父長
的秩序の壁がより厚いとはいえ［井上 2013］、その状況に日本とさしたる違いはなかったろう。
井上は雑誌『新家庭』『新生活』などの分析を、生活改善運動と名指しており［井上 2013：117］、
1920年代からの継続性を筆者が考える一因となっている。韓国との比較は、これ以上は韓国研究
者に委ねるとし19、蒋介石による新生活運動の「新生活須知」の95か条との比較を若干試みれば、
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95か条は大きく「規律」と「清潔」に二分される。日本の生活改善運動と対照するため、冒頭に掲げ
た「公衆に対する作法」と関連する条項を紹介すれば、以下のようになる［深町 2013：5］。
まずは「規律」の項で示されるのは、「約束の時刻を守ること」「他人が話し終わってから話すこ
と」「会議・観劇中は静粛にすること」「乗物に乗ったら大声で話したり笑ったりせぬこと」「食堂・
茶店では大声で叫ばぬこと。穏やかな態度で話すこと」「煙草を吸いながら道を歩かぬこと」「物
を食べながら道を歩かぬこと」「道を歩きながら大声で叫ばぬこと」「道を歩いていて誤って他人
にぶつかったら『ごめんなさい』と言うこと」「駅で切符を買う時は一人ずつ順番に進むこと」「駅・
埠頭での乗り降りの際には一人ずつ順番に進むこと」「公共の場所に出入りする際には一人ずつ
順番に進むこと」「乗物に乗り降りする時は女性・子供・老人・弱者を助けること」「集会場所で
は帽子を脱ぐこと」「屋内に入ったら帽子を被らぬこと」である。
また「清潔」の項には、「駅・埠頭は清潔にすること」「公園・劇場は清潔にすること」「食堂・旅館・
茶店は清潔にすること」「浴場・理髪店は清潔にすること」「各家庭が毎日玄関前の街路を掃除す
ること」とあって、日本よりも一つ一つ具体的に指示されていることがわかる。当然のことなが
ら、「迷惑」という守備範囲の広い、使い勝手のよい言葉は使われずに、個別具体的であることが、
その特徴だといえる。道を歩く際に、煙草を吸わぬこと、物を食べぬこと、大声で叫ばぬことと、
個別的であり、順番を守るのも、切符の購入時、駅埠頭での乗り降り、公共の場所と、個別具体
的に指示している。公共に関する条項が95か条のうち約2割を占めることは同時代的であるが、
韓国ではどのように公共作法が規定されてくるのか、ご教示をいただければ幸いである20。
日露戦争後の戦後経営であった地方改良運動が、多大の戦費による財政破綻の立直しと，動揺
した民心を，地方制度を再編することで、国家への再統合を目ざした運動であったのに対し、戦
間期の運動は、公共的物資の浪費を慎むよう訴えたのをはじめ、いわゆる公共概念や公共意識と
不即離の関係になっている。迷惑とは、いわば日本的な公共意識の表われであって、欧米のパブ
リックのような独立した市民を前提とした公共とは違った形で、手っ取り早く、公共意識を刷り
込む手段が、日本では、この迷惑だったのではないかと考えている。この「他人に迷惑をかけて
はならない」とする社会規範の広がりと関連する社会現象が、大正末年から頻発化する親子心中
であるが、その後の展開も含めて、親子心中に関しては別稿［岩本 2017］を参照されたい。

〈日常性〉という問い
ハルトゥーニアンは、欧米やソ連や日本、それにその植民地領など世界各地で産業化が進みつ
つあった戦間期、「社会編成に関わるもっとも切実なカテゴリーだったのは、社会理論の既存の
境界を攪乱し変革する可能性をもっていた〈日常性〉の概念であった」と断言する［ハルトゥーニア
ン 2011：5］。
戦間期はボルシェビキ革命によって、大衆が自らの日常性の歴史を構築し、表現する能動性＝
エージェンシーを持ちうることを証明した時代でもあり［ハルトゥーニアン 2011：5］、ヴァル
ター・ベンヤミンをはじめ、ゲオルク・ジンメル、ボリス・アルヴァートフ、マルティン・ハイデガー
らが、「日常という神秘」に迫ろうとし、それに少し遅れて日本にも、今和次郎の考現学や戸坂潤
の風俗思想論が現われたと指摘する。ジークフリート・クラカウアーが『サラリーマン』を1930年
に刊行したのと合わせたかのように、青野季吉の『サラリーマン恐怖時代』（先進社、1930年）も
著され、ホワイトカラー階級の窮状がエスノグラフィックに報告されるなど［ハルトゥーニアン 
2011：54-55］、それらはグローバルな資本主義やモダニティの展開の一側面であったことが解き
明かされる。その同時代性において、柳田をはじめとする民俗学という学問も、同じまなざしの
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中から産み出されたとし、その思想史的な連関を、いわば一種の一大パノラマとして、気宇壮大
に描き尽くしてゆく。
さまざまな思想家たちに通有していたのは、ハルトゥーニアンによれば、「失われた質的な時
間を救い出し、科学と資本によって損なわれた直接的な主体的経験を、知の形態として復権させ
よとする努力」であった［ハルトゥーニアン 2011：6］。「資本主義的近代化によってもたらされた
感受性」、すなわち街

ストリート

頭から刻み出されてくる〈日常性の感覚〉は、「現在という時間的次元が、そ
れに先行する過去とは異なるという意思を露呈」させる［ハルトゥーニアン 2011：24-25］。ベン
ヤミンはこうした現在性を、産業化する大都市で生きられたり経験されたりする〈日常性のアク
チュアリティ〉と命名し、その現

アクチュアリティ

働性の上に、過去が蘇る「亡霊的な歴史経験」の哲学的可能性を
練り上げた［ハルトゥーニアン 2011：27］。
ハルトゥーニアンによれば、1920年代30年代の民俗学者たちは、通常行われる、国家＝非日常
と日常を区分する手法は取らず、別な戦術を選んだ。すなわち、農村を「近代化しつつある社会
空間に存在する内面性の貯蔵庫として理想化」しながら、民俗の主体＝名もなき常民たちの姿を
描き出すことで、「国民の範囲を広げ、時間を超えた永遠の日常生活をあらためて位置づけよう」
と試みたのだという［ハルトゥーニアン 2010：306］。
民俗学という学問領域は、わけても柳田の営んだ「戦間期の民俗学は、他の文化理論家たちと
ともに、主体性をますます目に見えない霊的な領域に託すようになっ」ていく［ハルトゥーニアン 
2010：306］。それは「時間を超えているが忘却もされている、亡霊の出現する、霊的な領域」で
あって［ハルトゥーニアン 2010：307］、大衆消費的な社会生活を支配しはじめていた「商品とい
う物象化された物の世界」と闘うために、慣習と風俗で武装した、名もなき常民たちという形象を、
大衆社会の問題として、とりわけ「多数の人々が生きていた、転変する日常性における支配と従
属の問題への解決策」として推奨した。すなわち、視界に入った途端に消えてゆくような物を消
費する〈日常性〉に対して、〈日常〉の永遠性を示すために、民俗という形象が用いられたのだと読
み解いている［ハルトゥーニアン 2010：332］。

おわりに　

以上、これまで述べてきた論点を要約しながら整理すれば、その焦点は次の五つにまとめ直せ
る。
①モダンな大都市の誕生によって、目まぐるしい速度で変転する〈日常〉が生まれたことが、
民俗学や生活改善運動を生み育てる土壌になった。
②初期の民俗学者が対応した、いわゆる民俗は、「生活」そのものであって、保護・保存する
ものではなく、改善・変革していくべき対象であった。
③電車や映画館、講演会や展覧会など、新たなる公共空間の領域が伸張することによって、
そのパブリック・スペースにおける振る舞いや所作のモデルが求められたが、民俗学も生
活改善運動も、その根本に据えたのは、公民意識の醸成だった。両者とも自覚的で自省的
な姿勢を最重視した。
④生活改善（運動）とは、時代の変化や社会の進歩に伴って生じる、それまでの生活との部分
的不適合を解消するために、自己遂行的になされる自己改革のための諸事業だと定義でき
る。
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⑤目まぐるしく変転する〈日常〉に対して、民俗学は永遠なる日常として、いわゆる民俗とい
う形象も提示したが、過剰なる社会変革に対しては、改良主義的に、変化プロセスという
理法を示すことで対応した。

柳田は「例えば神様に生米・生魚・生大根…を供えているのは明らかに明治の初めから始まっ
た作法」であるにも拘らず、「これとても五十年も経ちますと昔からの仕来りのように人が考え、
少なくともいろんな証拠を持ってきて長い論弁をせねばならぬようになる」と述べた。「幸いにま
だ今日のところでは実例も多」いとして［柳田 1990d：602］、民俗学の可能性を展望したが、先の『明
治大正史世相篇』でも見たように、今に至るプロセスは極めて図式的な歴史を示すだけに留まっ
ている。
目の眩むように変転する〈日常〉に対して、ハルトゥーニアンは航空写真を例に引き、空間的連
続体として把握されたとしても、何が真に有意義なものかを見分けることができないとし、時間
的連続体として把握される歴史主義にも、そうした欠点のあることを指摘する。それに比べて「記
憶は断片的で、時間的には非連続だが、記憶のイメージは真実を包み込む」とし、クラカウアー
や今和次郎のように、スナップショット的に記憶する方法もあることを、彼は示唆する［ハル
トゥーニアン 2011：154-155］。さまざまな瞬間が、複数の近代が共存している〈いま〉を作動さ
せることは、忘却される複数の経験を想起する、複数の亡霊を哀悼する行為だとする［ハルトゥー
ニアン 2011：182］。亡霊とは小さき者や敗者、周縁にある者たちを含んだ、人びとの生きた瞬
間であり、生きられた複数の経験であり、忘却される過去なのである。
民俗学が現代の〈日常〉や現在に至ったプロセスを、問わねばならないのは、当代の民俗学者は、
それぞれの生きる時代を、それぞれに説明する責任があるからだ。ドイツの民俗学者ヘルゲ・ゲ
ルントがいうように、「民俗学が問うのは、多くの人びとが当たり前のこととして見ている事柄
が、なぜ、当たり前のこととされているのかということ」である［Gerndt 1997：25］。民俗学と
は変転する生活＝〈日常〉を熟視したがゆえに誕生し、激変する生活にも「前代生活の拘束」［柳田 
1993：101］の潜んでいること、「新しい生活には必ずまた新しい痕跡がある」［柳田 1993：138］
ことを解こうとした。有賀喜左衛門は変化する生活があるからこそ、民俗学の存立基盤があると
説いたが、人びとの日々の生活実践が新たな〈日常〉を閃光のごとく一瞬、煌めかさせては消えて
ゆく。ただの一瞬にすぎないかもしれないものに、意味を見出し、そうした〈日常〉を掬い取って
いくことができるのは民俗学だろう。抑圧・忘却される過去を取り戻し、「つかの間のスペクタ
クル」［ハルトゥーニアン 2011：183］として立ち現われる複数の〈日常〉に、より一層、民俗学は
注視しなくてはならない。

＊本稿は既発表の［岩本 2009、2011、2018］と重複する箇所があることを断っておく。また本稿は韓国の『実践民俗学研究』
32号に掲載された、同名のハングル論文から、日本人には不要の注などを除いた日本語版である。
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1 生活改善同盟会は1922年に財団法人として認可さ
れ、1933年には生活改善中央会に改編されるが、戦
時色の濃くなった1943年10月、国民生活が都市農村
を問わず窮乏するに伴って、運動の停滞したことに
より、解散する。

2 前年の11月から約2カ月間、文部省主催で開催された
生活改善展覧会を起点に挙げることもできる。

3 例えば、今和次郎は「大正時代の生活改善運動、いわ
ゆるあの当時の文化生活の提唱は、はやりものとし
て、一時表面的には一応の伝播を呼起こしましたけ
れど、国民の胴体だといえる階層にはなんら感化を
およぼす力がないままに、根のない生花かのように、
あやしく栄えたにすぎなかった」と回顧している［今 
1971a：447-448］。なお、1921年9月に設立された「世
帯の会」は、農商務省が農林省と商工省とに分離した
1925年4月以降、有名無実化するが、久井によれば、
大正末までに名実ともに活動を停止したと推定して
いる［久井 2013：28］。

4 民友社から1895年（明治28）に刊行された著者名不
記載の『簡易生活』は、衣食住の簡単化、交際の単純
化、時間の節約など、のちの生活改善運動が掲げた
目標をほぼカバーしており、これを源流にあげるこ
とも不可能ではない。同じ年、のちに多数邦訳のな
されたシャルル・ワグネ（Wagner, Charles）のLa vie 
simpleがフランスで発刊される。日本では中村嘉寿
訳『単純生活』中庸堂書店、1905年（明治38）と布施知
足訳『簡易生活』東西社、1906年が早いが、これに関
しては生活改善運動との関連も論及されている［磯野 
2010］。文部省も1913年（大正2）に独自の翻訳を試み、
『単純生活』を刊行したが、運動の素地を築いた前史
として、本稿では位置づけておく。

5 その点で現代中国におけるトイレ革命を論じた周星
の研究［周 2018］は、同時代的で、秀逸である。

6 明治末期より既に「通俗教育」の名で行われていた社
会教育は、通俗教育担当官が設置された後、1921年
には社会教育を扱う独立の第四課となり、1924年に
は社会教育課と改称されるなど、組織を拡張していっ
た。

7 三訓令は7月に通達の第6号「戦後食料問題ニ関シ学
生生徒ノ教授上注意方」で代用食が、同年8月の第7号
「戦後経営ノ方策上教育従事者ヲシテ社会竝其ノ家族
ニ対シ勤労ノ美風奨励方」で勤労が奨励され、さらに
同月の第8号「国民生活ノ充実竝国富増進上消費節約
ニ関シ地方長官及教育従事者ニ注意」で、節約の励行
が指示された。

8 農商務省の運動も、生活改善運動に含める中嶌は、
1921年の「世帯の会」の発足を、その端緒と見ている
［中嶌1974：72］。

9 掲げられた五大要綱は、①「立国ノ大義ヲ闡明シ国
体ノ精華ヲ発揚シテ健全ナル国家観念ヲ養成スルコ
ト」、②「立憲ノ思想ヲ明鬯ニシ自治ノ観念ヲ陶冶シ
テ公共心ヲ涵養シ犠牲ノ精神ヲ旺盛ナラシムルコ
ト」、③「世界ノ大勢ニ順応シテ鋭意日新ノ修養ヲ積
マシムルコト」、④「相互諧和シテ彼此共済ノ実ヲ挙
ケシメ以テ軽進妄作ノ憾ナカラシムルコト」、⑤「勤
倹力行ノ美風ヲ作興シ生産ノ資金ヲ増殖シテ生活ノ
安定ヲ期セシムルコト」であった（下線による強調は
筆者）。その運動は、国家思想の啓蒙、地域秩序の再編、
デモクラシー思想や社会主義思想の高まりへの対応、
生活改善全般のほか、労使・地主小作関係の協調な
ど多岐にわたった。

10 日本語の国語辞典や英和辞典等を通覧すると、見出
し語に「生活」が登場するのは明治20年代であったが
［山森 2009］、質的な意義を獲得するという意味にお
いて、それが多用されたのが大正期だったといえる。
明治開化期の生活概念を思想史的に分析した藤原暹
も、ほぼ同様の結論を得ていることを［藤原 1982］、
付言しておく。

11 関連する内務省の部局と管掌に関して整理しておけ
ば、地方局は1898年（明治31）府県課と市町村課を
もって設置されるが、地方行政や財政監督などを主
な業務とした府県課の取扱事項の中に、賑

しん

恤
じゅつ

救済に
関する事項と、道府県立以下の貧院・盲唖院・瘋

ふう

癲
てん

院・育児院・感化院に関する事項があった。いわば「社
会事業」に関する行政領域の原型をなすものであり、
1917年に新設された救護課は、同年に公布された軍
事救護法の実施に伴うもので、軍事の傷病者や戦死
者の遺家族の救護を目的とした。そこには所管事項
に府県課で分掌していた前述の事項も含まれたこと
から、第3代課長に就任した田子一民が、実際に事務
の及ぶ労働問題、住宅問題、市場問題、児童問題等、
広範囲の管掌を行う必要から、1919年に救護課を社
会課に改めた。これによって道府県や六大都市にも
それぞれ社会課が設置されるが、その時代的要請は、
翌1920年には社会局への昇格を促し、1922年には外
局社会局へと格上げ、さらには1938年には内務省の
社会局と衛生局、逓信省簡易保健局の業務が移管さ
れて、厚生省が誕生する。

12 ただし『郷土生活の研究法』では「民俗資料の分類」と
言い換えてもいる［柳田 1990b：96］。なお、筆者は
初期民俗学の研究対象は、いわゆる民俗ではなく、「生
活」だったと考えている［岩本 2009］。

13 モダン都市が誕生し、産業化した以降の加速度を増
した近代化を、本稿ではモダニゼーションと呼び、
区別する。

14 日本における都市化率は、国勢調査において設定さ

注　
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れる統計上の地区である人口集中地区の割合で示
される場合が多い。英語による"Densely Inhabited 
District"を略した「DID」と呼ばれている。

15 集団就職とは、いうまでもなく、高度経済成長期，
地方の中学・高校を卒業した者が大都市圏に新卒採
用され，集団で移動する事象を呼ぶ。1960年代には
毎年20～ 30万人が就職移動したとされる。東北の
各農村から「金の卵」を運ぶ集団就職の専用列車が運
行したのは、1954年から1975年までのことだった。

16 その経験には、斎藤実総督時代の1922年に行った朝
鮮半島の民家調査も含まれる。朝鮮総督府編『朝鮮部
落特別報告第一冊（民家）』（1924）は、全篇、今の執
筆からなる。

17 門脇厚司の試算に従えば、1920年（大正9）における
新中間層は、全国で就業者総数の4.0％、東京府では
12.9％を占めるとするが［門脇 1988：231-232］、伊
東壮によれば、東京市におけるその比率は、1908年
の5.6％から1920年の21.4％に上昇したという［伊東 
1965：183-187］。

18 1934年の「儀礼準則」も、日本において1941年に文部

省が公布した『国民礼法』（礼法要項）と比較すること
で、新たな知見を得ることもできよう。また戦後お
よび光復後の生活改善運動に関しては、両国とも、
アメリカGHQの指導下にあったことは共有してい
る。

19 『儀礼準則』［1934］や『家庭儀礼準則』に関する日本
語論文は［青野 2003、丁 2014、竹田 1996］などがあ
る。

20 東アジアにおける複眼的な観点を交える機会を与え
てくれた実践民俗学会に、遅ればぜながら、感謝の
意を評したい。筆者が論じたいのは、1920～ 30年
代の日中韓が均質だったというのではなく、不均等
性の展開を、同時代的に俎上に載せて検討すること
の当否である。なお、2018年2月2日の第38回実践民
俗学会学術大会における本稿の口頭発表に対するコ
メントとして、討論者である丁秀珍氏より、朝鮮に
おいても1925年に生活改善同盟会が結成されたとの
指摘を受けた。ご教示に感謝するとともに、その追
究は今後の課題としたい。
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